
入 札 説 明 書

国立療養所栗生楽泉園不自由者棟改修整備工事に係る入札公告（建設工事）に基づく

一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。

１ 公告日 平成２６年１０月３０日

２ 契約担当官等

支出負担行為担当官 国立療養所栗生楽泉園 事務部長 石川 武志

３ 工事概要

（１）工 事 名 国立療養所栗生楽泉園不自由者棟改修整備工事

（２）工事場所 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７

（３）工事内容 不自由者棟の改修工事（改修床面積３７６㎡）

（４）工 期 契約締結日の翌日から平成２７年３月２７日まで

（５）工事種目 建築一式

（６）本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）の工事である。

（７）本工事は、提出資料、入札等を紙入札で行う。

４ 競争参加資格

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の規定に該

当しない者であること。

（２）厚生労働省（関東甲信越地域）における「建築一式工事」において「Ａ，Ｂ又は

Ｃ等級」の一般競争参加資格の認定を受けていること。（会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている

者については、手続き開始の決定後、関東甲信越地域の一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）

（３）会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法

に基づき再生手続き開始の申立てをした者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

（４）平成11年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種

工事の施工実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０

％以上の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。）

なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち５００万円を

超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が６５

点未満のものを除くこと。

（５）次に示す①に対する簡易な施工計画等の技術的所見が適正であること。

① 安全管理（資機材搬入など）に対する技術的所見

（６）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置でき



ること。

① １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、

「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又は国

土交通大臣若しくは建設大臣が１級建築施工管理技士と同等以上の能力を有する

と認定した者である。

②（４）に掲げる完成した工事の経験を有する者であること（品質証明員としての

経験は除く。）。（共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が２０％以上の

場合に限る。）ただし、経常建設共同企業体にあっては、１社の主任技術者又は監

理技術者が上記の工事経験を有していればよい。

なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち５００万円を超

える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が６５点未満のものを

除くこと。

③ 監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料受付日以前に

３ヶ月以上あること。

④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者を

いう。

・平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。

・平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成１６年

３月１日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術

者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。

（７）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以

下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から工

事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

（８）３（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは

人事面において関連がある建設業者でないこと。

（９）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く。）。

① 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が

更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

（イ）親会社と子会社の関係にある場合

（ロ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

② 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（イ）については、会社の一

方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

（ロ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合



その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合。

（10）群馬、埼玉、長野、新潟県内及び東京都内に建設工事業に係る許可を受けた本店、

支店その他の営業所が所在すること。

（11）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。

（1２）次の事項に該当する者は、競争に参加できない。

（ア）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。

（イ）経営状況又は信用度が極度に悪化している者。

５ 設計業務の受託者等

（１）４（８）の「３（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げ

る者である。

東京都中央区新川一丁目２番１２号

（株）山下テクノス

（２）４（８）の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」と

は､次の①又は②に該当する者である。

① 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその

出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者。

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねてい

る場合における当該建設業者。

６ 担当部局

〒３７７－１７１１（住所）群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７

国立療養所栗生楽泉園 会計課施設管理係

電 話：０２７９－８８－３０３０（内線２２５）

７ 競争参加資格の確認等

（１）本競争の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、申請書、資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無に

ついて確認を受けなければならない。また、技術提案書（以下「提案書」という。）

についても次に従い、提出すること。

４（２）の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び提案書を提出する

ことができる。この場合において、４（１）及び（３）から（10）までに掲げる事

項を満たしているときは、開札の時において、４（２）に掲げる事項を満たしてい

ることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受

けた者が競争に参加するためには、開札の時において４（２）に掲げる事項を満た

していなければならない。

なお、期限までに申請書、資料及び提案書を提出しない者並びに競争参加資格が

ないと認められた者は、本競争に参加することができない。

① 提出期間：平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月１４日（金）

までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から１７時まで。



② 提出場所：上記６に同じ。

③ 提出方法：申請書、資料及び提案書の提出は、②の場所に持参する。郵送又は

電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。

（２）申請書は、別記様式１により作成すること。

（３）資料は、次に従い作成すること。

なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験

については、平成１１年度以降に、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限

り記載すること。

① 施工実績

４（４）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様

式２に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。

② 配置予定の技術者

４（６）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種

の工事の経験及び申請時における他仕事の従事状況等を別記様式３に記載するこ

と。記載する同種の工事の経験の件数は１件でよい。なお、配置予定の技術者と

して複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従

事状況等を記載することもできる。

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合におい

て、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなく

なったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の

取下げを行うこと。

他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないに

もかかわらず入札した場合においては、指名停止等の措置要領に基づく指名停止

を行うことがある。

③ 近隣地域内の施工実績（別記様式４）

近隣地域における施工実績（発注機関及び工種は問わない。）を記載する。

但し、施工規模は受注金額が概ね5,000万円以上の施工実績とし、１件記載する

こと。

なお、5,000万円以上の施工実績がない場合は、500万円未満の施工実績でも差

し支えないが、５００万円未満の実績は評価しない。

また、別記様式２に記載する施工実績と重複した記載でもよい。

④ 契約書の写し

①の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し（表鑑で可）

を提出すること。但し、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工

事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」に登録されている場合は、契約書の写しに

替えて工事カルテの写しを提出することでよいこととする。

⑤ 地域貢献度の実績

地域ボランティア等により、地域行政から感謝状を与えられた企業については、

その感謝状の写しを添付する。

⑥ 技術提案書の提出



４（５）に掲げる資格があることを判断できる安全管理の技術的事項に対する

所見を提案書（別記様式５）に記載すること。

⑦ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しな

い部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。

⑧ 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されて

いる状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。但し、工業所有

権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。

⑨ 技術資料作成要領説明会については、原則として実施しない。

（４）技術提案に対する審査等

技術提案に対する審査及び評価は、当施設総合評価審査委員会において行う。

・着眼点：発注者の主旨の理解度、施工計画。

（５）技術資料作成説明会

技術資料作成要領説明会については、原則として実施しない。

（６）競争参加資格の確認は、申請書、資料及び提案書の提出期限の日をもって行うも

のとし、その結果は平成２６年１1月18日（火）までに書面で通知する。通知におい

て、技術提案による施工計画の提出者については、技術提案に基づく入札の可否に

ついても併せて通知する。この際、否とした場合には、理由を付して通知する。

（７）設計図書の交付期間、場所及び方法

① 期間：平成２６年１０月３１日（金）から１１月１４日（金）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時から１７時まで。

② 場所：６に同じ。

③ 交付に当たっては、実費を徴収するものとする。

（８）競争参加資格確認資料のヒアリング

競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。

（９）その他

① 申請書、資料及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 支出負担行為担当官は、提出された申請書、資料及び提案書を、競争参加資格

の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書、資料及び提案書は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書、資料及び提案書の差し替え及び再提出は認めな

い。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして

支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

⑤ 申請書、資料及び提案書に関する問い合わせ先

６に同じ。

８ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

（１）競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資

格がないと認めた理由、又は技術提案を適正と認めなかった理由について、次に従

い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。

① 提出期限：平成２６年１１月２６日（水）１７時。

② 提出場所：６に同じ。



③ 提出方法：書面により提出すること。郵送又は電送（ファクシミリ）によるも

のは受け付けない。

（２）支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成２６年１１月２８日（金）

までに説明を求めた者に対し紙により回答する。

（３）支出負担行為担当官からの理由等の説明に不服がある者は、（２）の書面を受け取

った日から７日（休日を除く）以内に、書面により、厚生労働省医政局医療経営支

援課長に対し再苦情の申立てを行うことができる。再苦情申立てについては入札監

視委員会が審議を行う。

① 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間：６に同じ。土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、９時から１７時まで。

② 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等の入手先：６に同じ。

９ 総合評価落札方式に関する事項

（１）総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された標準的な参加資格を満たしている場合に、標準点１００

点を付与する。

② ４（５）に関する提案（以下「技術提案」という。）や技術資料で示された実績

等により最高１５点の加算点を与える。

③ 得られる標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した評価

値を用いて落札者を決定する。

総合評価落札方式に関する詳述は、別添資料１「総合評価落札方式の内容」に

よるものとし、その概要を（２）以下に示す。

（２）評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

（ア）上記４（５）に示す項目に対する提案（簡易な施工計画）に関する事項

施工計画の適切性、付与条件との整合、技術的裏付けなどにより評価

（３）入札の評価に関する基準

本工事の総合評価に関する加算点付与の考え方は別添資料１「総合評価落札方

式の内容」５に示す。

（４）落札者の決定

入札参加者の技術提案等による評価項目を評価し、

評価値＝｛（標準点＋加算点）／（入札価格）｝

の最も高い者を落札者とする。

① 入札参加者は、価格及び（３）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提

案及び提案値をもって入札し、次の（ア）から（ウ）までの全ての要件に該当す

る者のうち、別添資料１によって算出された数値（以下「評価値」という。）の最

も高い者を落札者とする。但し、落札者となるべき者の入札価格によっては、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあって著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低

限の要求要件を全て満たして入札した者のうち、評価値の最も高い者を落札者と



することがある。

（ア）入札価格が予定価格の制限範囲内であること。

（イ）提案及び提案値が最低限の要求要件（標準値）を満たしていること。

（ウ）評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値（以下「基準評価

値」という。）に対して下回らないこと。

② ①において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引か

せて落札者を決める。

（５）履行の確認

提案書の技術的所見に記載された内容については、工事完了時に履行状況の検

査を行うものとし、受注者の責により入札時の評価内容が満足出来ない場合は、

工事成績評価点を減ずる措置を行う。

10 入札説明書に対する質問

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)

により提出すること。

① 受領期間：平成２６年１１月４日（火）から平成２６年１１月２１日（金）ま

で。持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から

１７時まで。

② 提出場所：６に同じ。

③ 提出方法：書面持参により提出すること。ただし、郵送（書留郵便に限る。)

することにより提出することもできる。電送（ファクシミリ）によるものは受け

付けない。

（２）（１）の質問に対する回答書は、紙により回答する。また、次のとおり閲覧に供す

る。

① 期間：平成２６年１１月２８日（金）から平成２６年１２月２日（火）までの

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時から１７時まで。

② 場所：６に同じ。

11 入札及び開札の日時及び場所等

（１）入札は、紙により提出すること。

入札の締め切りは、平成２６年１２月 ３日（水）１１時２０分まで。

開札は、平成２６年１２月 ３日（水）１１時３０分

（２）場 所：国立療養所栗生楽泉園 会議室において行う。

（３）その他：競争入札の執行に当たっては、競争参加資格があることが確認された旨

の通知書の写しを持参すること。

12 入札方法等

（１）入札書は持参すること。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相

当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。



（３）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

（４）落札者がないときの随意契約（以下「不落随契」という。）に移行する場合の意向

確認は以下による。

① 見積書提出意思のある者は見積書の提出を行うこと。

② 見積書提出意思のない者は辞退届を必ず送信すること。

③ 何ら意思表示のない者は見積書提出意思のない者と見なす。

13 入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金 免除。

（２）契約保証金 免除。ただし、落札者は公共工事履行保証証券による保証（かし担

保保証特約を付したものに限る。）を付すものとする。この場合の保証金額は、請負

代金額の１０分の１以上とする。

14 工事内訳書の提出

（１） 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した当該工事

費内訳書の提出を求める。

工事費内訳書の内容は、｢積算数量参考書｣を参考に工事種目及び各工事種目に対

応する科目別内訳書、細目別内訳書に摘要、単位、数量及び単価に対応する金額を

表示したもの（配布された様式）とする。

なお、｢積算数量参考書｣は予定価格の基となる工事費内訳書から単価及び金額等

を削除するなど加工・編集を施したものを提供するものであり、工事請負契約書第

１条に定める設計図書ではなく、参考資料（参考数量）として取り扱うこととし、

請負契約上の権利、義務を生じさせるものではない。また、｢積算数量参考書｣に記

載されている数量そのものの差異等に係わる質問についは、入札説明書に対する質

問と区別し、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料

等も合わせて提出すること。

（２）提出された工事費内訳書は返却しないものとする。

（３）入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び

押印を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官等が提出された工

事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が別表各項に掲

げる場合に該当する場合又は未提出の場合は、原則として当該入札者の入札を無効

とする。

別表

１ 未提出であると認められ （1）内訳書の全部又は一部が提出されていない場合

る場合（未提出と同視で （2）内訳書とは無関係な書類である場合

きる場合を含む。） （3）他の工事の内訳書である場合

（4）白紙である場合

（5）内訳書に押印が欠けている場合

(6) 内訳書が特定できない場合

(7) 他の入札参加者の様式を入手して使用している

場合



２ 記載すべき事項が欠けて (1) 内訳の記載が全くない場合

いる場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を

満たしていない場合

３ 添付すべきではない書類 (1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合

が添付されていた場合

４ 記載すべき事項に誤りが (1) 発注者に誤りがある場合

ある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合

(3) 提出業者名に誤りがある場合

(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合

５ その他未提出又は不備が

ある場合

15 開札

紙入札方式による場合は入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならな

い。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職

員を立ち会わせて開札を行う。

16 入札の無効

（１）本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び提案

書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

し、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、

開札の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている者、４に掲げる

資格のない者は､競争参加資格のない者に該当する。

（２）談合が認められた場合の入札は無効とし、落札の場合は取り消すことがある。

17 落札者の決定方法

落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で上記９（４）の評価方

法で決定するものとする。

なお、具体的には「総合評価落札方式の内容」（別添資料１）による。

18 配置予定技術者の確認

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実

が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、実際の工事にあたって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認

められる場合において監督職員との協議により、主任技術者及び監理技術者（以下

「技術者」という。）を変更できるものとする。

イ）病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。

ロ）工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で交代しても支障がないと認められ

る場合。

ハ）工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して途中交代しても支障

がないと認められる場合。



ニ）上記ハ）において途中交代を認める際の現場対応・

・交代後の技術者に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応し

た資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

・技術者の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者を７日以

上の間重複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。

・工事期間内においては、１年間に２回程度を超えない範囲で認めるものとする。

19 契約書作成の要否等

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

20 支払条件

前金払……請負代金の４０％以内

完成払

22 火災保険付保の要否 要。

23 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無 無。

24 苦情申立て

本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続きに関し、支出負担行為担当官

に対して苦情を申立てることができる。

25 関連情報を入手するための照会窓口

６に同じ。

26 その他

（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊競争契約入札心得及び契約書案を熟読し、競争契約入札心得

を遵守すること。

（３）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく

指名停止を行うことがある。

（４）落札者は、７の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置するこ

と。

(５) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。

(６) その他詳細不明の点についての照会先

６に同じ



（別添資料１）

総合評価落札方式の内容

１．総合評価落札方式（簡易型）の考え方
総合評価落札方式（簡易型）は、各評価項目毎の評価内容に係る点数評価方法であり、５．加算

点の付与の考え方により点数を付与する方式である。

２．総合評価の仕組み
① 総合評価の仕組み
総合評価の仕組みを以下に示す。

基準評価値 ＝ 標準点（１００点）／予定価格
評 価 値 ＝（標準点＋加算点）／入札価格

予定価格 ＝ 標準案に対する工事費
入札価格 ＝ 技術提案内容等に対する見積工事費

② 落札者の決定方法
以下の条件を満たし、評価値が最も高い者を落札者とする。
ａ．入札価格≦予定価格
ｂ．最低限の要求要件（標準案の条件）を満たすこと（標準点以上）
ｃ．評価値≧基準評価値
＊ 条件を満たし、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札
者を決定する。

３．評価項目及び評価指標
①技術提案 ： 施工計画のうち、次の提案について評価する。

＊安全管理（資機材搬入など）に対する技術的所見

☆
★

★

★

★

★

★
★
★

●

予定価格

入札価格

提案書の入札価格

基準評価値

評価値

標準点（標準案）に対する価格

標準点＝１００点

標準点＋加算点＝１１５点

☆ ： 落札者

★ ： 非落札者（落札条件を満たすが他と比べ評価値が低い者）

● ： 非落札者（予定価格以上）



４．標準点及び加算点
①標準点 : 発注者が求める条件（標準案）を満たしていれば、標準点として100点を付与する。
②加算点 : ５．加算点の付与の考え方に応じて付与する点数とする。

５．加算点の付与
入札参加者に対する加算点付与の考え方は以下の通りとする。

６．落札者の決定
評価値及び落札者の決定（入札参加者が10社の場合の例）

入札者 標準点
加算点
合計

点数
合計
(a)

入札価格
(b)

(億円)

評価値
(a/b)

評価順位
(落札者)

① 100 15 115 1.7000 67.6470   ☆　    　1

② 100 10 110 1.7500 62.8571 4

③ 100 10 110 1.8500 59.4594 6

④ 100 0 100 1.5500 64.5161 3

⑤ 100 15 115 1.9500 58.9743 7

⑥ 100 0 100 1.7500 57.1428 8

⑦ 100 10 110 1.6500 66.6666 2

⑧ 100 15 115 1.9000 60.5263 5

⑨ 100 10 110 2.0500 - 　注１　　-

⑩ 100 0 100 2.2000 - 　注１　　-

・注１：予定価格を超過

・☆：落札者

・予定価格＝2.0(億円)

・加算点、評価値については、少数第５位切り捨て

　加算点
（下記に示
す点数の範
囲で付与す
る)

15

15

施工の確
実性

施工計画

企業の技術力

技術者の能力

同種工事の施工実績

安全管理（貸機材搬入など）に対する技術的所見

0

簡易な
施工計画

工事成績

工事信頼度

合計加算点の最大値

災害協定等による地域貢献の実績やボランティア活動による
地域貢献の実績

別添資料２参照

評価項目及び指標

地域内での拠点の有無
企業の
信頼性，
社会性

地域精通度
地域貢献度

近隣地域での施工実績

同種工事の実績



（別添資料２）

工事信頼度等の評価について

１．事故等による安全対策について、口頭注意後２週間は－１点、文書注意後２週間は－２点評価

とする。

２．贈賄等による指名停止の有無を評価し、営業停止又は指名停止期間処置後の３～６ヶ月、文書

注意後２ヶ月､口頭注意後１ヶ月の期間については－２点評価とする。
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現 場 説 明 書

工事名 国立療養所栗生楽泉園 不自由者棟改修整備工事



- 2 -

１．入札（又は見積書の提出）について

(1) この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、一般競争入札の公告（又は見積

依頼書）、入札説明書、特記仕様書、図面、工事請負契約書（案）及びこの現場説明書

をよく確認のうえ、入札書（又は見積書）を提出するものとする。

(2) この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度として（入札説明書を参照のこと）、入札金

額の読上げについては、各回とも最低のみとし、落札者の決定時には落札者も併せて行

う。

２．最低価格の入札者を必ずしも落札者としない場合について

(1) この工事には、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」と

いう。）第８５条（同令第９８条において準用する場合を含む。）の基準（調査基準価格）

を設定している。

(2) 調査基準価格を下回った入札があった場合には、入札を「保留」として終了し、調査

の上、その結果を後日通知する。

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、当職が行う契約の内容に適合した履行が

されるか否かの事情調査に協力するものとする。

３．入札保証について

入札保証金（※印を適用する。但し○印がある場合は○印を適用する。）

※ 免除

・ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に

係る証券

４．契約の保証について

(1) 落札者（又は随意契約の相手方）は、工事請負契約書案の提出とともに、債務の履行

を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券を提出しなければならない。

(2) 予決令第１００条の２第１項第１号の規定により工事請負契約書の作成を省略するこ

とができる工事請負契約（契約金額が１５０万円を超えない工事請負契約）である場合

は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

５．工事請負契約書案について

(1) 第７条（下請負人の通知）関係

請負者は、下請負人に請け負わせようとする時は、公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律（平成１２年１１月２７日法律第１２７号）の規定により、あらか

じめ、当該下請負人の商号又は名称その他を所定の様式により通知すること。

(2) 第９条（監督職員）関係

第５項の設計図書に定める書面は、次のとおりとする。

① 変更見積書
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② 工事請負変更契約書

③ 前払金請求書及び前金払に係る保証証書（中間前金払の場合を除く。）

④ 既済部分代金請求書

⑤ 完済部分代金請求書（指定部分代金請求書）

⑥ 完成代金請求書

(3) 第１０条（現場代理人及び主任技術者等）関係

第１項の規定により現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を「発注者」

に通知するときは、所定の様式に経歴書を添付して、契約締結後１４日以内に提出する

こと。

(4) 第１８条（条件変更等）関係

第１項の規定により監督職員に通知する場合には、単に事実関係のみでなく、設計図

書の修正等に必要な資料、図面等を添付すること。

(5) 第１９条（設計図書の変更）関係

請負代金内訳の変更について、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書

によることが不適当な場合で特別な理由がないときは変更時の価格に落札率を乗じた

価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定めることとする。

(6) 第２５条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）関係

① 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。）は、残

工事の工期が２月以上ある場合に行う。

② 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、スライド請求

があった日から起算して１４日以内で、発注者と請負者が協議して定める日において

総括監督員又は主任監督員が確認する。この場合において、請負者の責により遅延し

ていると認められる工事量は、残工事量に含めない。

(7) 第２９条（不可抗力による損害）関係

① 第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。

② １回の損害額が当初の請負代金額の１０００分の５の額（この額が２０万円を超え

るときは２０万円）に満たない場合は、第４項の「当該損害の額」は０として取り扱

うこと。

(8) 第３５条（保証契約の変更）関係

① 第３４条第６項の規定により前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契

約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減

額後の前払金額を下回らない額とする。

② 請負者は、第３項の保証事業会社への通知により保証事業会社から保証期限変更通

知書が送付されたときは、その写し１部を発注者に提出すること。

(9) 第３９条（国庫債務負担行為に基づく契約の特則）関係

（※印を適用する。但し○印がある場合は○印を適用する。）

国庫債務負担行為

※ 無し

・ 有り
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６．指導事項について

(1) 大型貨物自動車等による過積載等の防止については、次のとおり取り扱うものとする。

① 積載重量制限を超過して土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。

② 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。

③ 建設発生土の処理及び骨材等の購入等に当たっては、下請事業者及び骨材等納入業

者の利益を不当に害することのないようにすること。

④ さし枠装着車、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特

別措置法」（昭和42年法律131号）（以下「ダンプカー規制法」という。）の表示番号の

不表示車（以下「不表示車」という。）等へ土砂等を積み込まず、また、積み込ませ

ないこと。

⑤ さし枠装着車、不表示車等が工事現場に出入りすることのないようにすること。

⑥ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載

を助長することのないようにすること。

⑦ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等

を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

⑧ ダンプカー規制法の目的に鑑み、同法第１２条に規定する団体等への加入者の使用

を促進すること。

⑨ 下請負人又は資材納入業者を選定するに当たっては、業者に関し大型貨物自動車等

によって悪質かつ重大な事故を発生させた者又は交通安全に関する配慮に欠ける者を

発生させた者を排除すること。

⑩ ①～⑨について、下請負人に指導すること。

(2) 建設労働者の福祉向上及び企業経営の安定のため、法定外労災制度の加入について配

慮すること。

(3) 建設労働者の確保及び適正な労賃の維持等による労働条件の改善を図るとともに、労

働災害の防止に特段の注意を払うこと。

(4) 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化

指針」(http://www.mlit.go.jp/common/000004897.pdf)において明確にされている総合

・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金

支払等の適正化（請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とする

こと及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等）、

適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

(5) 建設業退職金共済制度は、次のとおり取り扱うものとする。

① 建設業者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）

の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者共済手帳に共済証紙を貼付するこ

と。

② 請負者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、

下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物に

より交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、

下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

③ 請負者は、建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契
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約締結後１か月以内に、発注者に提出すること。

なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇

用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係わる収納書を提出できない事情

がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面によ

り申し出ること。

④ 請負者は、③の申出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合において、

共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出

すること。

なお、③の申出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共

済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。

⑤ 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿

その他関係資料の提出を求めることがある。

⑥ 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者につ

いては、指名等において考慮することがある。

⑦ 下請業者の規模が小さく建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元

請業者に建退共制度への加入手続、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委

託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努める

こと。

(6) 建設業法（昭和24年法律第100号）第２６条の規定により、請負者が工事現場に置かな

ければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術

力等を有する者（他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職

務にのみ従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配

置すること。ただし、次の①から③の期間については、工事現場への専任を要しない。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は架設工事等が開始されるまでの期間）。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約の締結後、監督職員と協議して定める。

② 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事

務手続、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が完成

を確認した旨、請負者に通知した日とする。

③ エレベーター設備工事等において、製品の製作が、同一工場内で他の同種工事に係る

製作と一元的な管理体制のもとで行われる場合であって、製品の工場製作のみが行われ

ている期間。

(7) 請負者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、当該建設工事に

関し建設業法第１５条第２号イ、ロ又はハに該当する者（当該建設工事に係る建設業が

指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交

通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者）で、監理技術

者資格者証（以下「資格者証」という。）及び監理技術者講習修了証を有する者又はこ

れに準ずる者のうちから選任すること。選任された監理技術者は、発注者から請求があ

ったときは、資格者証及び講習修了証を提示すること。

(8) (6) 及び (7)のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
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(9) 別に配置を求める技術者

専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回っ

た価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が入札日から過去２年以内に完

成した工事又は入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監

理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格（工事経験を除く。）を満たす技術者を、

専任で１名現場に配置することとする。

① ６５点未満の工事成績評定を通知された企業

② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償

を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。

③ 品質管理及び安全管理に関し、指名停止又は監督員から書面により警告若しくは注

意の喚起を受けた企業

④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業

なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うも

のとする。

また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理

技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。

(10) 低入札価格調査制度調査対象工事については、次のとおり取り扱うものとする。

予決令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、次の業

務を行うこと。

① 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

1) 請負者は、監督員の求めに応じて、施工体制台帳を監督員に提出する。

2) 1)の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを監督員から求められたと

きは、請負者の支店長、営業所長等をもって応じること。

② 施工計画書の内容のヒアリング

(11)に規定する標準仕様書に基づく施工計画書を提出する際に、その内容のヒアリ

ングを監督員から求められたときは、請負者の支店長、営業所長等をもって応じるこ

と。

(11) 標準仕様書とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した次のものをいい、今回の

工事に適用する。なお、標準仕様書は国土交通省のホームページよりダウンロードする

ことができる。

公共建築工事標準仕様書

建築工事編

電気設備工事編

機械設備工事編

公共建築改修工事標準仕様書

建築工事編

電気設備工事編

機械設備工事編

(12) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

① 厚生労働省が発注する建設工事（以下「発注工事」という。）において、暴力団員
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等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固

としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行う

とともに、捜査上必要な協力を行うこと。

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やか

にその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

③ 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生

じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(13) 官公署その他への届出手続等

① 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他への関係機関への必要な届出

手続等を遅滞なく行う。

② 必要な届出手続とは、関係法令等により施工者が行うと定められている手続を指す

ほか、以下の手続の代行を含む。（○印の付いたものについて適用することとし、条

例等に基づく関連手続を含む。）

・ 建築工事届

・ 建築物除却届

・ 建設リサイクル法対象建設工事通知

・ 特定工程又は工事完了届

・ 中間検査又は完了検査申請

・ 仮使用許可申請

・ 建築主、工事監理者等の変更届

・ 建築基準法第１２条第５項に基づく報告

・

③ 届出手続等を行うに当たっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。

④ 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資

機材、労務等を提供する。

⑤ 届出手続等に当たり必要な労務及び諸経費については受注者が負担する。手続に係

る手数料については発注者が負担する。

７．現場及び技術に係わる事項について

［全般］

(1) 本工事の解体作業においては、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災

害防止対策に関するガイドライン」を参考に、公衆災害の防止について適切な対策を講じ

ること。ガイドラインは、次のURLからダウンロードすることができる。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html

［一般事項］

(2) 工事実績情報の登録について

請負金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を（財）日本

建設情報総合センターの工事実績情報システム（CORINS）に登録するものとする。

なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録の手順
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に準じて訂正するものとする。

(3) 施工体制台帳及び施工体系図の作成等について

① 建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工管理体制に関する次に掲げ

る事項について記載した文章を監督職員に提出する。また、施工管理体制に変更が生

じる場合は、その都度作成し、提出する。（建設業法第24条の7）

1) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

2) 監理技術者、主任技術者(下請負人を含む)及び元請負人の専門技術者(専任して

いる場合のみ)の顔写真

3) 一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名､工期

② 建設業法に基づく施工体系図等を作成した場合は、工事関係者及び公衆の見やすい

場所に施工体系図の掲示を行うこと。（建設業法第24条の７第4項、入札契約適正化法

13条第3項）

③ 建設業許可を受けた建設業者（下請負者を含む）は建設業法に基づく標識を、工事

関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。（建設業法第40条、同規則第25条）

［工事現場管理］

(4) 工事に先立ち作業員名簿を提出する。

(5) 作業員には監督職員が認めた腕章等を着用させる。

(6) 工程計画及び工事の実施は、事前に監督職員及び施設と打ち合わせを行う。

(7) 請負者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む。）及び元請負の専門技術者（専

任している場合に限る。）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社

名及び社印の入った名札を着用させるものとする。

(8) 監督職員又は検査職員から指摘を受けた事については、監督員の指示により事例報告

書を作成して提出すること。

［施工］

(9) 廊下、ホールなど人通りの多い場所での作業は、事前に監督職員及び施設と協議し、縄

張り、通行止め等の措置を行い、危険防止を図る。

(10) 通行者、一般車両のほか、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保については、

監督職員と事前に協議し十分な対策を講ずる。

(11) 騒音、振動、塵埃等が予想される工事等、施設運営に支障のある作業は、事前に監督

職員と協議する。

(12) はつり作業等においては、事前に既設埋設配管・配線の状況を調査し、損傷を与えな

いように十分注意する。

なお、消火設備が設けられている付近で改修工事（特にはつり作業等）を行う場合は、

誤作動防止及び安全対策のため、当該消火設備に関する資格を有する消防設備士又は消

防設備点検資格者を立ち会わせる。

(13)コンクリート躯体に埋設される配管については、別添１（コンクリート躯体に埋設され

る配管の取扱い）を参考に施工を行うこと。



- 9 -

(14) 塗装工事について

塗装業者が当該工事の施工に当たり、品質管理や施工技術の向上を目的として専門工事

業団体等の工事指導を希望した場合、現場管理上支障ないと判断すれば当該指導に協力し

て差し支えない。

(15) 特記仕様書に室内空気の環境測定について記載がある場合、本工事の引渡前に、必要

に応じて室内空気中の化学物質の濃度測定を行い、測定結果を監督職員に報告すること。

測定はパッシブ型採取機器により行う。

(16) 製材等（製材、集成材、合板又は単板積層材）、フローリング、再生木質ボード（パ

ーティクルボード、繊維板又は木質セメント板）については、国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）第６条第１項に基づく「環境物品等の

調達の推進に関する基本方針」（以下、「基本方針」という。）の製材等、フローリング又

は再生木質ボードの判断の基準に従い、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可

能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」（以下、「ガイドライン」という。）

に準拠した証明書（ただし、平成18年4月１日より前に伐採業者が加工・流通 業者等と契

約を締結している原木については、4月１日の時点で原料・製品等を保管している者が、4

月1日より前に契約を締結していることを記載した証明書でもよいこととされている。）

を監督職員に提出すること。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとす

る。また、資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄

時の負荷低減に配慮する。

基本方針及びガイドラインは、次のURLからダウンロードすることができる。

基本方針http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h21bp.pdf

ガイドライン http://www.rinya.maff.go.jp/policy2/ihou/gaidorain.pdf

［環境対策関係］

(17) 低騒音型・低振動型建設機械の使用について

本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関わる規程」（平成9年7月

31日 建設省告示第1536号 最終改正 平成20年3月28日 国土交通省告示第361号）に基

づき国土交通大臣が型式指定を行った低騒音型・低振動型建設機械を使用するものとす

る。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとす

る。

低騒音型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械

の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

(18) 排出ガス対策型建設機械の使用について

本工事において次に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定

要領（平成3年10月8日建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1日国総施第225号）に

基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 排出ガス対策型建設

機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガ

ス浄化装置の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審
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査・証明事業あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により

評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型機械と同等と見なす。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、

現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出

するものとする。

種 類 備 考

・バックホウ

・トラクタショベル（車輪式） ディーゼルエンジン（ｴﾝｼﾞﾝ

・ブルドーザ 出力7.5kW以上、260kW以下）

・発動発電機（可搬式、溶接兼用機を含む） を搭載したものに限る。

・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ﾕﾆｯﾄ（基礎工事用機械で独立したもの）

・ローラ類（ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ）

・ホイールクレーン

(19)ディーゼル車排出ガス規制に適合した車両の使用について

① 請負者は、本工事現場で使用し、又は使用される関係車両（以下「本工事関係車両」

という。）が、各都道府県のディーゼル車排出ガス規制条例（以下「排出ガス規制条

例」という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車両を使用しなければならな

い。

② 請負者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制

に適合する車両の使用」について、排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しな

ければならない。

③ 請負者は、本工事関係車両にディーゼル車を使用する場合には、車検証のコピーを

保管し、本工事関係車両を把握しなければならない。

④ 請負者は、取締りにより本工事関係車両に違法行為等があった場合には、直ちに監

督職員に報告しなければならない。

⑤ 請負者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守さ

せるものとする。

(20) 施工場所の自治体条例によっては、アイドリングストップが義務付けられていること

から、条例に従いアイドリングストップを遵守すること。

(21) 杭打ち、山留め工事に発生する汚泥については、「建設汚泥の再利用に関するガイド

ライン(H18年6月12日)」により発生資材の減量化に努める。

［仮設工事関係］

(22) 材料、撤去材及び建設機械の搬出入、作業員の出入口、作業場所及び材料置場は、監

督職員より指定された場所を使用する。
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(23) 材料、撤去材等の運搬方法は、監督職員及び施設と打ち合わせ、指定されたエレ

ベーターを使用することができる。

(24) 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等

を与えた場合は、請負者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

(25) 監督職員事務所は次による。（※印を適用する。但し○印がある場合は○印を適用す

る。）

① 設置予定箇所

※設置しない ・図面による

② 規模

・10㎡程度 ・20㎡程度 ・35㎡程度

・65㎡程度 ・100㎡程度 ・

③ 仕上げ

部 位 仕 上 げ

床 合板張り又はビニル床シート張り

内壁、天井 合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイ

ント塗り

屋 根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイン

ト塗り

④ 備品等

監督職員事務所に設置する備品等並びに請負者が負担する消耗品等は、国等によ

る環境物品等の調達に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく特定調達品目

を優先的に使用する。

机、椅子 書 棚 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 製図板 掛時計 温度計 ゴム長靴

組 台 個 台 個 個 足

雨がっぱ 保護帽 冷暖房機 消火器 湯沸器 衣類ﾛｯｶｰ 懐中電灯

着 個 台 個 個 人用 個

加入電話の付属電話機 掃除具 パソコン ﾌｧｸｼﾐﾘ

台 個 台 台

(26)「建築物等の解体等作業に関するお知らせ」について、工事現場の適切な場所に掲示す

ること。

(27) 構内既存施設の利用（※印を適用する。但し○印がある場合は○印を適用する。）

工事用水 ・利用できない ※利用できる（※有償 ・無償）

工事用電力 ・利用できない ※利用できる（※有償 ・無償）

(28) 指定仮設

・仮囲い 仕様 ・図面による ・

・仮設間仕切 仕様 ・図面による ・

・ 仕様 ・図面による ・
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［建設副産物関係］

(29) 本工事の施工にあたっては、「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考

に適切な処理に努めるものとする。マニュアルは、次のURLからダウンロードすることが

できる。

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/recycle/arch_manual.pdf

(30) １．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について

① セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、

六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督職員に報告する。

なお、セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、

普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、

これに添加物を加えたものを含める。

② 六価クロム溶出試験は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価

クロム溶出試験実施要領（案）」により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認

する。要領は、次のURLからダウンロードすることができる。

http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/siken.pdf

２．再生コンクリート砂の使用について

③ 根切り土又は他現場の建設発生土が埋戻し及び盛土に適さない場合で、場外から

山砂等の購入を行う必要が生じた場合には、監督職員と協議し、再生コンクリート

砂（「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」の再生砂に

よる。以下同じ。）の使用を検討する。

なお、再生コンクリート砂を使用するに当たっては、「公共建設工事における再

生コンクリート砂の使用に係る留意事項について（平成19年10月11日付け国官技第

181号、国官総第458号、国営計第65号、国総事第45号）」により実施する。

④ 「公共建設工事における再生コンクリート砂の使用に係る留意事項について」に

おける「透水性を有し、浸透した水が土壌又は公共用水域へ拡散するおそれのある

箇所」とは、浸透桝や未舗装部分の埋設配管まわり等が考えられるので、それらの

部位に用いる場合、六価クロム溶出試験を行うなどして、安全性を確認する。

(31) ＰＣＢ含有シーリング材の処理

特記仕様書にＰＣＢ含有シーリング材の処理が記載された場合又はＰＣＢ含有シーリ

ング材が工事中に確認された場合、適切に処理すること。

［工程関係］

(32) 工程関係（※印を適用する。但し○印がある場合は○印を適用する。）

① 指定部分 ・ 有 ※ 無

対象範囲 ： 特記仕様書・図面による。

工 期 ： 平成 年 月 日

② 部分使用 ・有 ※無

使用場所 ： 特記仕様書、図面による。

使用期間 ： 平成 年 月 日～平成 年 月 日

③ 中間技術検査 ・有 ※無

実施回数 ：
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実施する段階：

［完成図等］

(33) 本工事の設計図ＣＡＤデータを貸与する。貸与したＣＡＤデータは、本工事の履行に

必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的

で使用してはならない。また、当該ＣＡＤデータは完成検査時にすべて返却することと

し、請負者において工期中に複製又は再配布している場合はすべて消去すること。

８．その他

(1）本工事の完成図（電子データ）は、電子成果品として提出する。

1) 電子データは、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに保存すること。

2) 電子成果品の提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

(2) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価

及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）を参

考資料（参考数量）として公開、提供する。

(3) 完成写真の著作権の権利等について、請負者は完成写真の撮影者との契約に当たって、

次の事項を条件とすること。

① 完成写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に、無償で使用するこ

とができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

② 次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合

は、この限りではない。

1) 完成写真を公表すること。

2) 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

(4) 本工事はワンデーレスポンス対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するように対

応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協

議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

受注者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把

握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照

査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督

職員へ報告することとする。
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国立療養所栗生楽泉園  第一不自由者棟（西5）

改修前・後　外部・内部仕上表

Ｈ26.06

Ｈ26.06

Ａ－０９

階

略　　号

ＲＣ（　）

ＣＢ

ＮＣ

ＣＴ

ＣＴＳ

ＨＴ

仕上げ材等

床：標仕表6.2.4による

壁、天井：コンクリート打放し（種別）

[（  ）の記載がない場合はコンクリート打ちのままとする]

コンクリートブロック積み

ビニル床シート

ビニル床タイル(半硬質)

ビニル床タイル(軟質)

ホモジニアスビニル床タイル

略　　号 略　　号

ＳＯＰ

ＥＰ

ＥＰ－Ｔ

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ－Ｇ

（水系）

仕上げ材等

合成樹脂調合ペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント模様塗料塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

（屋内水系塗料塗り）

仕上げ材等
（１）改修後の異なる床仕上げの取合いでくつづり、目地棒がない場合は（４－31－３）による。

（２）改修後のボード壁とサッシ取合いは（２－24－７）とする。

（３）軽量鉄骨天井下地は（３－21－１）（３－21－２）（３－21－３）（３－41）（３－42）とする。

（５）メーカーの製品については、同等品以上のものとし監督員の承認を得て作成すること。

（６）既存建具については、塗替えの際調整を行うこと。

■ 特記事項凡　　例

２－ＵＥ

C L

ＡＣ

ＵＣ

ＯＳ

２液型ポリウレタンエナメル塗り

クリヤーラッカー塗り

アクリル樹脂ワニス塗り（アクリル樹脂クリヤー塗り）

ウレタン樹脂ワニス塗り

油性ステイン塗り

ＶＢ

ＷＢ

ビニル幅木

木製幅木

ケイカル板

ケイカル板（Ｐ）

ＤＲ

ＤＲ（凹凸）

ＤＲ（軒天）

ＤＲ（軒天凹凸）

ＰＦ板

ＲＷ

ＧＷ

けい酸カルシウム板（タイプ２）

吸音用穴あき無石綿セメントけい酸カルシウム板

ロックウール化粧吸音板（フラットタイプ）

ロックウール化粧吸音板（凹凸タイプ）

ロックウール化粧吸音板（軒天井用：フラットタイプ）

ロックウール化粧吸音板（軒天井用：凹凸タイプ）

押出法ポリスチレンフォーム保温板

ロックウールガラスクロス張り

グラスウールガラスクロス張り

ＧＢ－Ｒ せっこうボード

化粧せっこうボード（木目）ＧＢ－D（Ｗ）

ＧＢ－D（Ｔ） 化粧せっこうボード（トラバーチン模様）

建具
改修

内容

改修

内容

改修

内容
壁出入口．犬走り 軒裏（一般）外部巾木

改修

内容
屋　根

改修

内容

改修

内容 内容

改修 改修

内容

改修

内容
建具壁 軒裏（一般）外部巾木

１．間仕切りの撤去・新設等の位置は、平面図による。

共通事項

室　名 床下地 下地 備　　考

１．間仕切りの撤去・新設等の位置は、平面図による。

階

現　況　外　部　仕　上

改　修　内　部　仕　上

改　修　外　部　仕　上

屋　根内容

改修 改修

内容

天井高
改修 改修 改修

壁 天　井下地 下地内容 内容 内容
改修

下地内容 幅木（腰）

共通事項

備　　考室　名 床下地

現　況　内　部　仕　上

改修

内容

（４）改修後の塗装仕上げ及び壁紙張りの場合はＧＢ厚さ12.5（継目処理）とする。

出入口．犬走り

天井高 廻縁 廻縁内容天　井内容 下地壁内容 下地幅木（腰）内容

（７）既存外部サッシ枠、シール（室内側）は打替えをすること。

（８）居室外壁に面する部分には現場発泡ウレタンｔ25を施す。

１

モルタル金コテ仕上 モルタル刷毛引仕上 f

C

dE

2360

2400 塩ビ

塩ビ2400

b

b

b

畳寄せ 40×50

木製

2360

2500

2500

2400

2400

2400

2400

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製１

モルタル刷毛引仕上 EE E

居　室

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り

ビニールクロス貼り
〔ＧＬ工法〕張り

〔ＧＬ工法〕張り

（トラバーチン模様）455×910

カーテン

下足箱

流し台

2400

40x40

40x40
2530

40x40

2430

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り

（トラバーチン模様）455×910

40x40

木下地

木下地

f

c

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

木軸

ＲＣ

ＲＣ

木軸

木軸

ＲＣ

木軸

ＲＣ

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り

（トラバーチン模様）910×910
2500

流し台：再利用

ガス台：再利用B

ボード目スカシ張 2400B

ボード目スカシ張 流し台

ボード目スカシ張 2400 流し台B

洗濯機パン

廊　下

ボード目スカシ張 2400B

（トラバーチン模様）910×910 （取外シ可）

出入口手摺

手摺　塩ビ押出ハンドレール

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

2400 塩ビモルタル金ゴテEP塗り

H=1200

b

2500 塩ビ

一部モルタル金ゴテ
EP塗り ｅ

b

モルタル金ゴテEP塗り 2400 塩ビb

2400 塩ビモルタル金ゴテEP塗り b

（取外シ可）

出入口手摺：再利用

2400 塩ビ

ＲＣ

ＲＣ

木軸

ＲＣ

木下地

木下地

b

b

ＲＣ

木軸

b

b 木軸

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

仕上、下地共 新設

仕上 新設

塗装替

図示

既存のまま

仕上、下地、躯体共 新設

改修内容 凡例（改修）

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ａ

ｆ

洗濯室

廊下（居室）

モルタル金コテ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

木軸

ＲＣ

木軸

（杉柾柄）張り幅４５５

（トラバーチン模様）455×910

（トラバーチン模様）455×910

B

B

B

ビニル幅木H=60 ＲＣ

ＲＣ

B

B

2400B

2400B

ステンレス手摺2370 塩ビB

B 引出し（居室）2360

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

t9.5 ＧＢ－D（Ｗ）

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

板タタミ：束立床組　t12フローリング張り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

t5フレキシブル

t5フレキシブル

t5フレキシブル

t5フレキシブル

束立床組 t12フロアーパネル張

t5.5ラワンベニヤ張り

t5.5ラワンベニヤ張り

束立床組 t12フロアーパネル張

束立床組 t12フロアーパネル張

合板型枠コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

モルタル金コテ仕上

合成樹脂塗床（防滑）
合板型枠コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

アルミサッシ（シルバー）

LGS

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

踏込：　t12コンパネ下地
t2ＮＣ貼り

モルタル金コテ
t2ＮＣ貼り

モルタル金コテ

モルタル金コテ

モルタル金コテ

モルタル金コテ

t2ＮＣ貼り

t2ＮＣ貼り

t2ＮＣ貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り
ビニールクロス貼り

(その他)
t5.5ラワンベニヤ張り

(外壁廻り)
木下地 t15ﾎﾞｰﾄﾞ下張り
t 3ラワンベニヤ張り

(間仕切壁廻り)
木下地 t5.5ラワンベニヤ張り

(外壁廻り)
木下地 t15ﾎﾞｰﾄﾞ下張り
t 3ラワンベニヤ張り

(間仕切壁廻り)
木下地 t5.5ラワンベニヤ張り

t5.5ラワンベニヤ張り

(その他)

ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り
ビニールクロス貼り

木軸

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

E

E

E

B

B

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

B

B ＲＣ

B

B

BＲＣ

モルタル金コテ
t2ＮＣ貼り

t54タタミ敷き
タタミ：束立床組　t12コンパネ下地

ビニル幅木H=60

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

E

畳寄せ 40×50

モルタル金コテH=85

雑布摺りH=6

雑布摺りH=6

ＶＢ　H=60

EP塗り H=1010

一部モルタル金ゴテ

ビニル幅木H=60

ビニル幅木H=60

VE塗り
一部モルタル金ゴテ

ビニル幅木H=60

ＲＣB

ＲＣ

B

B

B

〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

モルタル金ゴテVE塗り

モルタル金ゴテVE塗り

モルタル金ゴテVE塗り

B

E

B

B

B

E

ビニールクロス貼り

B

B

E

〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

B

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

VE塗り

VE塗り

VE塗り

VE塗り

t 4ラワンベニヤ張り

t 4ラワンベニヤ張り B

B

B

B

2430

2360

（踏込）
2460

B 塩ビ

塩ビ

木製
40x40

木製

木製

木製

木製

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

ＲＣ

埋設床暖房配管（機械設備工事）

t１５床暖房パネル（機械設備工事）
鋼製床組　t9耐水合板のうえ

t２.３　ＮＣ（クッションフロア）

鋼製床組　t9耐水合板のうえ
t１５床暖房パネル（機械設備工事）
t２.３　ＮＣ（クッションフロア）

t5.5シナベニヤ張り

t5.5シナベニヤ張り

鋼製床組　t9耐水合板のうえ
t１５床暖房パネル（機械設備工事）
t２.３　ＮＣ（クッションフロア）

タイルカーペット貼り

板タタミ：鋼製床組　t12フローリング張り

（ノンスリップタイプ）

タタミ：鋼製床組　t9耐水合板のうえ
t１５床暖房パネル（機械設備工事）
t１５床暖房用畳敷き

埋設床暖房配管（機械設備工事）

埋設床暖房配管（機械設備工事）

埋設床暖房配管（機械設備工事）

ＲＣ

ＲＣ

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

木製　素地仕上

（H=60）

木製　素地仕上

（H=60）

H=85
合成樹脂塗

既存モルタル金コテ

雑布摺りH=6

雑布摺りH=6

ビニル幅木H=60

（流し台廻り）
t３メラミン化粧板

ビニル幅木H=60

ビニル幅木H=60

ビニル幅木H=60

ビニル幅木H=60

ビニル幅木H=60

t3メラミン化粧板

t3メラミン化粧板

H=1200

ＲＣ

木軸

ＲＣ

ｅｅ 木軸

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

木軸

ＲＣ

木軸

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ＲＣ

ＲＣビニル幅木H=60

ビニル幅木H=60

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り
〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り
〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り
〔ＧＬ工法〕張り
ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

(外壁廻り)

(間仕切壁廻り)
木下地 t5.5シナベニヤ張り

(その他)
t5.5シナベニヤ張り

(外壁廻り)

(間仕切壁廻り)
木下地 t5.5シナベニヤ張り

(その他)
t5.5シナベニヤ張り

〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り
〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り
ビニールクロス貼り

t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

〔ＧＬ工法〕張り
t12.5ＧＢ－Ｒ張り

b LGS

b LGS

LGSｅ

ｅ

ｅ

LGS

LGS

LGS

b

b LGS

b

b

b

b

b

b

b

b

b

LGS

LGS

LGSb

b

b

b

b

b

LGS

LGS

LGS

LGS

t 4シナベニヤ張り

t 4シナベニヤ張り

ビニールクロス貼り
t9.5ＧＢ－Ｒ張り

ビニールクロス貼り

t9.5ＧＢ－Ｒ

ビニールクロス貼り

t9.5ＧＢ－Ｒ

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

（トラバーチン模様）455×910

t5.0ケイカル板　目スカシ

ＥＰ塗り

t5.0ケイカル板　目スカシ

ＥＰ塗り

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

（トラバーチン模様）910×910

t9.5 ＧＢ－D（Ｔ）

（トラバーチン模様）455×910

ビニールクロス貼り
t9.5ＧＢ－Ｒ張り

（洋室）

（和室）

（杉柾柄）張り幅４５５
t9.5 ＧＢ－D（Ｗ）（木目）

ビニールクロス貼り
t9.5ＧＢ－Ｒ張り

（洋室）
（杉柾柄）張り幅４５５
t9.5 ＧＢ－D（Ｗ）（木目）

（和室）

ビニールクロス貼り
t9.5ＧＢ－Ｒ張り

（洋室）

（和室）
t9.5 ＧＢ－D（Ｗ）（木目）

（杉柾柄）張り幅４５５

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

流し台W1050：新設

中段：新設

中段：新設

引出し（居室）：新設

下足箱：新設

パイプ手摺３８φ－ステンレス：新設

流し台：再利用

ガス台：再利用

ブラインド：新設

流し台　W900：新設

流し台　W600：新設

洗濯機パン（設備工事）：新設

塩ビ2400

b

b

居　室

廊下（居室）

玄　関

物　入

押　入

洗面室洗濯室・ホール

便　所

食　堂

廊　下

車椅子置場車椅子置場

汚物流し室

食　堂

便　所

物　入

洗面室

押　入

玄　関

備　品　庫 備　品　庫

汚物流し室

洗濯室

100角
内装タイル貼り

100角
内装タイル貼り
H=1200

内装タイル貼り
100角

H=1200

100角
内装タイル貼り

t2ＮＣ貼り
モルタル金コテ
t2ＮＣ貼り

t2ＮＣ貼り
モルタル金コテ

モルタル金コテ

タイルカーペット貼り

モルタル金コテ
タイルカーペット貼り

モルタル金コテ

タイルカーペット貼り

モルタル金コテ
タイルカーペット貼り

既存モルタル金コテのうえ

合成樹脂塗床（防滑）

アルミサッシ（シルバー）見込70

ＡＤ－２、ＡＷ－１、ＡＷ－２ ＡＤ－２、ＡＷ－１、ＡＷ－２ＡＤ－２、ＡＷ－１、ＡＷ－２ サッシ廻り
W100下地調整、仕上共新設

仕上、下地共 撤去

仕上 撤去

撤去範囲（図示）

既存のまま

仕上、下地、躯体共 撤去Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

改修内容 凡例（現況）

木下地 t12構造用合板下張り
t 4シナベニヤ張り

木下地 t12構造用合板下張り
t 4シナベニヤ張り

軟質塩ビ被覆手摺φ34：新設

E E棟t0.35ｶﾗｰ鉄板、鼻隠し　紅松OP塗り
t0.4ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き

t20木毛板、tｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ（20kg/巻）下地

t5ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 目透かし張り（一部有孔ﾎﾞｰﾄﾞ）
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付　外壁との見切　紅松OP塗り

棟t0.35ｶﾗｰ鉄板、鼻隠し　紅松OP塗り
t0.4ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き

t20木毛板、tｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ（20kg/巻）下地

t5ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 目透かし張り（一部有孔ﾎﾞｰﾄﾞ）
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付　外壁との見切　紅松OP塗りf f f



松﨑 正志第147732号

担当製図検図設計
一級建築士

製図

検図

国立療養所栗生楽泉園
不自由者棟改修整備その他工事 改修前・後　1階平面図

 第一不自由者棟（西5）

S=1/100(A1)、S=1/200(A3)

Ｈ26.06

Ｈ26.06

Ａ－１０

オイルタンク基礎【新設】

空調室外機基礎【新設】 現場発泡ウレタンｔ25範囲現場発泡ウレタンｔ25範囲

洗面室 洗面室便所 便所

物入

物入

押入

物入

物入

押入

居室和室(4.5帖) 居室和室(4.5帖)

踏込 踏込

廊下玄関玄関廊下

洗面室 洗面室便所 便所

物入

物入

押入

物入

物入

押入

居室和室(4.5帖) 居室和室(4.5帖)

踏込 踏込

廊下玄関玄関廊下

洗面室 洗面室便所 便所

物入

物入

押入

物入

物入

押入

居室和室(4.5帖) 居室和室(4.5帖)

踏込 踏込

廊下玄関玄関廊下

洗面室 洗面室 洗面室 洗面室

車椅子置場汚物流し室洗濯室車椅子置場

食堂

便所便所 便所便所

物入物入物入 物入

押入

物入 物入物入

押入 押入

物入

押入

屋内消火栓 消火器置場

居室和室(4.5帖) 居室和室(4.5帖)居室和室(4.5帖)居室和室(4.5帖)

踏込 踏込 踏込 踏込

廊下玄関玄関廊下 廊下 玄関 玄関 廊下

廊下 廊下

ガスボンベ置場
備品庫

廊下

踏込踏込

物入玄関 玄関

居室洋室(4.5帖)居室和室(4.5帖) 居室洋室(4.5帖)居室和室(4.5帖)

汚物流し室 車椅子置場

洗面･洗濯室洗面･洗濯室

物入 物入

車椅子置場

屋内消火栓

物入

押入押入押入

物入 物入

押入

物入

物入 廊下 廊下 廊下廊下

食堂

廊下

備品庫洗濯室

ホール
便所

ホール
便所

廊下

踏込

玄関

居室和室(4.5帖) 居室洋室(4.5帖)

洗面･洗濯室

物入

物入

押入押入

物入

物入 廊下

便所
ホール

廊下

踏込

玄関

居室和室(4.5帖) 居室洋室(4.5帖)

洗面･洗濯室

物入

物入

押入押入

物入

物入 廊下

便所
ホール

廊下 玄関

居室和室(4.5帖) 居室洋室(4.5帖)

洗面･洗濯室

物入

押入押入

物入

物入 廊下

便所
ホール

踏込

物入

物入物入物入物入物入

ガスボンベ置場

消火器置場

消火器置場 消火器置場

踏込 踏込 踏込 踏込 踏込

中央廊下 東5

中央廊下 東5

改修後平面図(改修図)　S=1/100

改修前

改修後

改修前平面図(撤去図)　S=1/100

１号室 ２号室 ３号室 ４号室 ５号室 ６号室 ７号室 ８号室 ９号室 １０号室

　：撤去範囲を示す。

凡例

１号室 ２号室 ３号室 ４号室 ５号室 凡例

　：埋込床温水式暖房配管範囲（機械設備工事）を示す。

　：床暖房パネル範囲（機械設備工事）を示す。
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S=1/100(A1)、S=1/200(A3)

松﨑 正志第147732号

担当製図検図設計
一級建築士

製図

検図

不自由者棟改修整備その他工事
国立療養所栗生楽泉園  第一不自由者棟（西5）

Ｈ26.06

Ｈ26.06

Ａ－１１

既存のまま

屋根伏図

中央廊下へ→

改修後屋根伏図(改修図)　S=1/100

Ｃ
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松﨑 正志第147732号

担当製図検図設計
一級建築士

製図

検図

S=1/100(A1)、S=1/200(A3)

不自由者棟改修整備その他工事
国立療養所栗生楽泉園  第一不自由者棟（西5）

改修前・後　立面図

Ｈ26.06

Ｈ26.06

Ａ－１２

雪止め

雪止め雪止め

雪止め

外壁 既存のまま

AW-2【撤去】 AW-2【撤去】 AW-2【撤去】AW-2【撤去】 AW-2【撤去】

AW-2【新設】 AW-2【新設】 AW-2【新設】 AW-2【新設】 AW-2【新設】

廊下

廊下

AW-1【撤去】 AD-2【撤去】

AW-1【新設】 AD-2【新設】

改修前

改修後

南立面図（改修前）　S=1/100

西立面図（改修前）　S=1/100 北立面図（改修前）　S=1/100

東立面図（改修前）　S=1/100

凡例

　：撤去範囲を示す。

南立面図（改修後）　S=1/100 東立面図（改修後）　S=1/100

西立面図（改修後）　S=1/100 北立面図（改修後）　S=1/100
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Ｃ Ｂ Ａ 123456789101112

1,000

1,0003,1003,1001,0001,0003,1003,1001,0005,0001,0003,1003,1001,0001,0003,1003,1001,0001,0003,1003,1001,000

2,00046,000

16,4006,80022,800

1,6003,4501,000

7,750

6,050 1,700

1,800 1,000

1,000

1,600 3,450 1,000

7,750

6,0501,700

1,8001,000

4,1004,1004,1004,1004,1004,1005,0004,1004,1004,1004,100

22,8006,80016,400

46,0002,000

2,3001,8002,0003,0003,200 900 950 2,200 950 950 2,200 950 3,200 900

3
,
45

0
7
8
0

1
,
7
1
0

5
,
9
40

5
1
0

51
0

3
,
4
5
0

7
8
0

1,
7
1
0

5
,
9
4
0

1,000

1,0003,1003,1001,0001,0003,1003,1001,0005,0001,0003,1003,1001,0001,0003,1003,1001,0001,0003,1003,1001,000

2,00046,000

16,4006,80022,800

1,6003,4501,000

7,750

6,050 1,700

1,800 1,000

3,
4
5
0

78
0

1
,
7
10

5
,9

4
0

5
1
0

1,000

1,600 3,450 1,000

7,750

6,0501,700

1,8001,000

4,1004,1004,1004,1004,1004,1005,0004,1004,1004,1004,100

22,8006,80016,400

46,0002,000

2,3001,8002,0003,0003,200 900 950 2,200 950 950 2,200 950 3,200 900

5
1
0

3
,
45

0
7
8
0

1
,
7
1
0

5
,
9
4
0

36

3 6

▽FL

▽FL

36

▽FL

3 6

▽FL

10 10

10 10

10 10

1010



松﨑 正志第147732号

担当製図検図設計
一級建築士

製図

検図

S=1/30(A1)、S=1/60(A3)

不自由者棟改修整備その他工事
国立療養所栗生楽泉園  第一不自由者棟（西5）

改修前・後　矩計図

Ｈ26.06

Ｈ26.06

Ａ－１３

床暖房パネルt=15
（機械設備工事）

温水管（10A）
アルミテープ 

防湿シート［建築工事］

砕石t=100
ワイヤーメッシュφ6×100×100

鋼製床組［建築工事］（体育館用同等品）

（床下断熱材は防湿シートで支持）
床下断熱材:グラスウール24K t=50［建築工事］

捨コンt=100［建築工事］

構造用合板t=15［建築工事］
合板t=15

耐水合板t=9［建築工事］
木質パネル
床暖房用畳t=15［建築工事］

防湿シート［建築工事］

砕石t=100
ワイヤーメッシュφ6×100×100

鋼製床組［建築工事］（体育館用同等品）

捨コンt=100［建築工事］

埋設樹脂パイプ(呼13A)（機械設備工事）

砕石t=100

ワイヤーメッシュφ6×100×100

コンクリートt=70［建築工事］
床仕上げ材

溶接金網6×100×100［建築工事］

断熱材［建築工事］

捨コンt=100［建築工事］

防湿シート［建築工事］

床暖房パネルt=15
（機械設備工事）

温水管（10A）
アルミテープ 

合板t=15

木質パネル
耐水合板t=9［建築工事］

（床下断熱材は防湿シートで支持）
床下断熱材:グラスウール24K t=50［建築工事］

構造用合板t=15［建築工事］

複合フローリングt=12［建築工事］

150

2
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0
0

1
00
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3
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0
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0

1
0
0

3
9
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1
00

1
00

（
1
7
）

天井：GB-D(T)t=9.5

床：タイルカーペット

【新設】
壁：ビニールクロス

32×100ＯＰ塗り

ＡＷ－４
既存のまま

30×90ＯＰ塗り

25×36ＯＰ塗り

カッター入れ

受け金物＠910

屋根タルキ：45×60＠455

母屋：90×90＠930

小屋束：90×90

小屋束受：90×60＠910

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

⑨

雪止め:60×60 t=0.35　カラー鉄板巻き

アスファルトフェルト（20kg）

木毛セメント板 t=20

軒樋：塩ビ（W=120）

屋根

既存のまま

既存のまま

既存のまま

野地板 t=12

竪樋：塩ビ 75φ

根太 45×51＠455

大引 90×90＠910

床束 90×90＠910

束石 

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

床

②

③

④

⑤

⑥

① タタミ敷込み t=54

コンパネ下地 t=12

根太 45×42＠300

大引 90×90＠910

床束 90×90＠910

床見切り(木製W30)

束石 

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

床

②

③

④

⑤

⑥

① フローリング張り t=12

ＡＷ－４
既存のまま

ＡＷ－２
【新設】 【新設】 【新設】

Ｓ－１ ＷＤ－３
ＬＳＤ－３

ＷＤ－２

ＡＷ－２ Ｓ－１ ＷＤ－３
【撤去】 【撤去】 【撤去】 【撤去】

ＷＤ－２
ＷＤ－１

【新設】

【新設】 【新設】【新設】
【新設】

壁：ビニールクロス
【新設】

壁：ビニールクロス
【新設】

壁：ビニールクロス
【新設】

　　【新設】 　　【新設】

床：NC(ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ)t=2.3
　　【新設】
床：NC(ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ)t=2.3

　　【新設】
床：タタミ敷

上り框：堅木 80×40 CL
　　　　【新設】

床暖房用断面図（参照）

合成樹脂塗床（防滑）
【新設】

カラー鉄板瓦棒葺き t=0.4

30×120

天井：GB-D(W)t=9.5
天井：GB-D(W)t=9.5

天井：GB-D(T)t=9.5

現場発泡ウレタンｔ25

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

居室和室(4.5帖)廊下 洗面室 廊下

居室和室(4.5帖)廊下 洗面室・踏込 廊下

凡例

　：撤去範囲を示す。

凡例

　：撤去範囲を示す。

土間コンクリート撤去範囲　S=1/300

木製床組撤去範囲　S=1/300

改修前：第一不自由者棟（西5）屋根･居室改修矩計図　S=1/30

床暖房用畳部分

フローリング部分

食堂・廊下・汚物流し室・洗濯室　S=1/10

改修後：第一不自由者棟（西5）屋根･居室改修矩計図　S=1/30 床暖房用断面図

撤去範囲図　S=1/300
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　改修前・後　平面詳細図（居室）
松﨑 正志第147732号

担当製図検図設計
一級建築士

製図

検図

S=1/50(A1)、S=1/100(A3)

不自由者棟改修整備その他工事
国立療養所栗生楽泉園  第一不自由者棟（西5）

Ｈ26.06

Ｈ26.06

Ａ－１４

　　２・９通り：既存木製枠【撤去】

床：床暖房用畳

上框：堅木 80×40 CL

（設備工事）

排水溝：目皿 SUS製 40φ【撤去】

既存土間：モルタル仕上げ【既存のまま】

（設備工事）
（設備工事）

床：クッションフロア

土間コン t=70【新設】

排水溝：目皿 SUS製 40φ【新設】

床：合成樹脂塗床

上框：堅木 80×40

中・下段 棚板 中・下段 棚板

床：フローリング

床見切：堅木 30×15

上框：堅木 80×40 CL

SUSパイプ手摺 H800【新設】

アコーディオン
カーテン

床：フローリング

床：タイルカーペット

床：クッションフロア

冷

※下記の床仕上は床暖房用とする。

（設備工事）

床：クッションフロア

　・クッションフロア

床：クッションフロア

床：クッションフロア

床：NC t=2.3（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）床：NC t=2.3（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）

　・畳

　・タイルカーペット

　・フローリング

下段 引出式収納
中段 棚板 中段 棚板

下段 引出式収納４･６･１０通り：ＲＣ壁【撤去】

　　　　　　　　（居室FL+1955まで）

　　　　　　　　（WD-9 W1050×H1760）

FL+30

FL+30

FL+30

流し台
W1050

玄関 廊下 物入

物入

便所便所

物入

物入 廊下 玄関

踏込 踏込

洗面室 洗面室
便所

踏込 踏込
防水パン

廊下
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　：撤去範囲を示す。
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Ｄ Ｂ展開方向改修前平面詳細図(撤去図)　S=1/50 改修後平面詳細図(新設図)　S=1/50
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松﨑 正志第147732号

担当製図検図設計
一級建築士

製図

検図

S=1/50(A1)、S=1/100(A3)

不自由者棟改修整備その他工事
国立療養所栗生楽泉園  第一不自由者棟（西5）

　　改修前・後　平面詳細図（食堂周囲・廊下）
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FL±0

汚物流し
防水パン流し台

食堂

備品庫

汚物流し
防水パン

ＰＳ

FL±0

流し台
W600

流し台

食堂

備品庫汚物流し室

ＰＳ

FL±0FL±0

FL±0

流し台
W600

廊下
FL±0

廊下
FL±0

洗濯室
FL±0FL±0

洗濯室
FL±0

汚物流し室

屋内消火栓 屋内消火栓

W1050 W1050

W3000
流し台

（W3000）
流し台

改修後平面詳細図(新設図)　S=1/50展開方向 ＢＤ

Ｃ

Ａ

改修前 改修後

改修前平面詳細図(撤去図)　S=1/50展開方向 ＢＤ
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凡例

　：撤去範囲を示す。
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